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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
所
得
税
法
の
「
寡
婦
控
除
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
寡
婦
控
除
（
以
下
「
寡
婦
控
除
」
と
い
う
。
）
は
、
配
偶
者
と
死
別
し
、

又
は
離
婚
し
た
後
に
扶
養
親
族
を
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
な
ど
に
配
慮
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

御
指
摘
の
よ
う
に
寡
婦
控
除
の
適
用
を
「
結
婚
歴
の
な
い
一
人
親
」
に
拡
大
す
る
た
め
同
法
の
改
正
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
二
日
に
与
党
が
取
り
ま
と
め
た
「
平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
に
お
い
て
、
「
寡
婦
控

除
に
つ
い
て
は
、
家
族
の
あ
り
方
に
も
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
や
他
の
控
除
と
の
関
係
に
も
留
意
し
つ
つ
、
制
度
の
趣
旨
も

踏
ま
え
な
が
ら
、
所
得
税
の
諸
控
除
の
あ
り
方
の
議
論
の
中
で
検
討
を
行
う
。
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
与
党

に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

保
育
所
の
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
保
育
の
実
施
義
務
を
有
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
が
、
児
童

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
育
費
用
を
扶
養
義
務
者
等
か
ら

徴
収
し
た
場
合
に
家
計
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
定
め
徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
「
結
婚

歴
の
な
い
一
人
親
」
に
つ
い
て
寡
婦
控
除
相
当
分
の
所
得
を
控
除
す
る
取
扱
い
を
行
う
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

各
市
町
村
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一



な
お
、
同
法
第
五
十
三
条
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第
三
号
の
規
定
に

基
づ
く
保
育
所
運
営
費
国
庫
負
担
金
に
お
け
る
保
育
所
徴
収
金
基
準
額
は
、
公
平
性
の
観
点
か
ら
所
得
税
及
び
市
町
村
民
税
の

課
税
状
況
に
応
じ
て
算
定
し
て
い
る
。

二


